
 
 
 

医療法人設立の手引き２ 
（設立認可申請の手順） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大分県福祉保健部医療政策課 
令和 7 年１１月改定 



 



個人又は法人が行うもの 都道府県が行うもの

　１．設立認可申請に係る事前相談の申し出
　　　・10月頃の認可に向け、概ね5月末まで
　　　・3月頃の認可に向け、概ね10月末まで

↓
　２．定款（案）の作成

↓
　３．設立総会の開催

↓
　４．設立認可申請書（案）の作成、
　　　仮提出（医療政策課）
　　　（年２回、概ね７月下旬、１２月下旬の締切）
　　　※押印の必要はありません

　事前審査

　５．設立認可申請書の修正、差し替え等
↓

　６．設立認可申請書の正式提出（保健所）
　　　（年２回、８月末、１月末の締切）

　本審査
↓

　大分県医療審議会（10月頃、2月頃）へ諮問
↓

　設立認可通知交付

　７．設立認可通知受領
↓

　８．設立登記申請書類の作成
↓

　９．登記申請
↓

　10．登記完了（法人設立）
↓

　11．基金の払い込み
↓

　12．現物拠出にかかる所有権移転登記
↓

　13．医療法人設立登記完了届（保健所）
↓

　14．診療所病床設置許可申請書提出（保健所）
　　（病床を引き継ぎ有床診療所を開設する場合）

　病床設置許可申請書審査
↓

　病床設置許可通知交付

　15．診療所病床設置許可通知受領
↓

　16．診療所（病院）開設許可申請書提出（保健所）

　開設許可申請書審査
↓

　開設許可通知交付

　17．診療所（病院）開設許可通知受領
↓

　18．診療所（病院）使用許可申請書提出（保健所）
（病床を引き継ぎ有床診療所又は病院を開設する場合）

　使用許可申請書審査
↓

　使用許可通知交付

　19．使用許可通知受領
↓

　20．個人診療所（病院）廃止届提出（保健所）
↓

　21．法人診療所（病院）開設届提出（保健所）

　　　　※保険医療機関指定・廃止の手続きは、所属郡市医師会（歯科医師会）にお問い合わせ下さい。

医療法人設立認可、登記手順図解



医療法人設立認可申請書の作成上の注意について 

 

 医療法人設立認可申請書の作成にあたっては、以下の点及び書類の注意

書きをよく読んで記入してください。 

 

１ 提出部数 

①   事前審査に必要な提出部数は１部です。押印は不要ですが、官公

署・銀行等の証明書等(債務及びリース契約に係る引継承認書を除

く)は原本の写しを添付してください。 

医療政策課（県庁）に直接提出して下さい。締切りは、概ね７月

下旬と１２月下旬です。 

②  正式審査に必要な提出部数は正本２部・副本１部の計３部です。 

正本２部に添付する官公署、銀行等の証明書等はそれぞれに原本を

添付してください。（副本はすべて正本の写しで結構です。） 

以上を医療法人の主たる事務所を所管する保健所に提出して下さ

い。なお、正本１部は認可の後に登記用として返却します。 

   

２ 全般 

 ① 添付書類の各々について、次の「 」の中の文字を記入したタック

インデックスを右側に付すこと。（上から順にずらして、文字が 

   見えるようにすること。） 

      （１）定款又は寄附行為・・・・「定款」「寄附行為」 

      （２）設立当初において当該医療法人に所属すべき財産の財産目

録・・・・「財産目録」 

   （３）設立決議録・・・・「設立決議録」 

   （４）不動産その他の重要な財産の権利の所属についての登記所、

銀行等の証明書類・・・・「権利関係書類」 

   （５）当該医療法人の開設しようとする病院、医療法第 39 条第１

項に規定する診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の従業

者の定員並びに敷地及び建物の構造設備の概要等を記載した

書類・・・・「病院等概要」 



   （６）医療法第 42 条第４号又は第５号に掲げる業務を行おうとす

る医療法人にあっては、当該業務に係る施設の職員、敷地及び

建物の構造設備の概要並びに運営方法を記載した書類・・・・

「疾病予防施設」 

   （７）設立後２年間の事業計画及びこれに伴う予算書・・・・「事

業計画及び予算書」（別紙様式：事業計画、収支予算書、役員

報酬内訳表、職員給与費内訳表）※設立年度と次年度分につい

て作成 

   （８）設立者の履歴書・・・・「履歴書」 

   （９）設立代表者が適法に選任されたこと及びその権限を証する書

類・・・・「委任状」 

   （１０）役員の就任承諾書及び履歴書・・・・「役員就任承諾書」 

   （１１）開設しようとする病院、診療所、介護老人保健施設又は介

護医療院の管理者となるべき者の氏名を記載した書面・・・・

「管理者就任承諾書」 

（１２）原本証明・・・・「原本証明」 

 ② 用紙の大きさはＡ４とし、Ａ４より小さい書類（印鑑登録証明書等）

については、Ａ４の台紙に貼り付け、Ａ４より大きい書類（医師免許

証の写し等）は、Ａ４に縮小コピーすること。 

 ③ 日付は、互いに整合性のあるものとすること。（空欄にしておく必

要はない。） 

 ④ 印鑑については、印鑑登録証明書を添付した印鑑を使用すること。 

 ⑤ 写しを添付する書類の訂正については、原本を訂正してから写しを

取るようにし、写しの上から訂正印で訂正しないこと。（日付等を書

き加えるのも原則として不可であること。） 

 ⑥ 代表者名等に使用する文字は、印鑑登録証明書又は免許証に使用さ

れた文字を使用すること。（旧字体を新字体に直さないこと。） 

 ⑦ 記入は手書きで差し支えないが、定款又は寄附行為は文章作成ソフ

トにより作成すること。 

 

 



３ 医療法人設立認可申請書について 

 ① 医療法人名にフリガナをふること。 

 ② 添付書類のうちで実際に添付しないものについては、申請書の添付

書類の欄の書類名を二重線で削除すること。 

   ア 社団法人については、１の寄附行為を削除すること。 

   イ 財団法人については、１の定款を削除すること。 

③   住所の記載は、登記事項証明等を参考に正確に記入すること。 

（登記が認められず修正する事例が多く見受けられます。） 

 

４ 定款について 

大分県のモデル定款例をもとに必要事項を漏れ無く記入すること。 

（財団法人の場合は別途協議すること。） 

 

５ 財産目録について 

 ① 内訳明細書が数ページにわたる場合は、ページ毎に小計を付し、最

後に合計を記入すること。 

 ② 医療法人に負債を引き継ぐ場合は、負債内訳明細書に漏れ無く記入

するとともに、負債残高証明及び債務引継承認願等必要な書類を添付

すること。この場合において、負債残高証明及び債務引継承認願は金

融機関の分（借入金）、一般会社の分（買掛金等）、リース契約に係

る分では様式が異なるので注意すること。 

 ③ 不動産を拠出する場合は、不動産鑑定評価書又は固定資産評価証明

書等の額を証明できる書類を添付すること。 

 

６ 設立議事録について 

 ① 法人設立の趣旨は詳しく記入すること。別紙設立趣意書として示し

て差し支えないこと。 

②   基金引受申込及び設立時の財産目録承認の件については、別紙と

して示して差し支えないこと。 

③   債務の引継がない場合や、銀行以外の債務を引き継ぐ場合は、ひ

な形の削除・訂正を行い、文章を適正なものとすること。 



④   拠出申込み及び設立時の財産目録承認の件については、財産目録

や負債内訳明細書と整合性のあるものとすること。 

 ⑤  設立当初の会計年度及び次年度の事業計画（案）並びに収支予算

（案）承認の件については、定款附則３及び別添の事業計画及びこれ

に伴う予算書と整合性のあるものとすること。 

 ⑥  役員選任の件については、定款附則４及び別添の役員就任承諾書

と整合性のあるものとすること。 

⑦    管理者の選任の件については、管理者就任承諾書と整合性のある

ものにすること。 

⑧    設立代表者選任の件については、委任状と整合性のあるものにす

ること。 

⑨    診療施設、土地などの不動産を賃借する場合の契約の承認の件に

ついては、別添の契約書及び覚書（様式例５－３）と整合性のある

ものとすること。 

 

７ 権利関係書類について 

 ① 土地、建物、保証金を拠出する場合は、登記事項証明書・銀行の証

明書等を添付すること。また、現金を拠出する場合は現金残高証明書

を添付すること。 

 ② 医療機械器具等リース契約しているものについては、法人設立にあ

たっての権利引継承認をリース会社から受け、承諾書を添付するこ

と。 

 

８ 基金の拠出について 

 ① 基金引受申込書及び基金割当て決定通知書は写しで構わないが、原

本証明が必要であること。 

 ② 金銭以外の財産（医業未収金を含む）を拠出する場合は、その価額

が相当であることについて弁護士、弁護士法人、公認会計士、監査法

人、税理士又は税理士法人の証明を受けなければならないこと。なお、

金銭以外の財産の価額の総額が５００万円を超えない場合は証明は

不要であること。 



 ③ ②の財産が不動産である場合には、不動産鑑定評価書又は固定資産

評価証明書等の額を証明できる書類を添付すること。 

 ④ 基金を引き受けようとする者が基金の総額を引き受ける契約を締

結する場合は、①の書類は不要であるが、②及び③については必要で

あること。 

９ 病院等概要について 

 ① 新規に病院等を開設しようとする医療法人は様式例５－１を、それ

以外の法人は、様式例５－２を使用し、図面等を添付する必要はない

こと。（しかし、法人設立後の病院等の開設許可等で図面が必要とな

るので、あらかじめ準備をしておくこと。） 

 ② 病院等の名称及び所在地については、定款と整合性のあるものとす

ること。 

③   職員（従業員数）は、職員給与費内訳書と整合性のあるものとする

こと。 

④   管理者の医籍（歯科医師）欄には医籍（歯科医籍）登録番号及び医

籍（歯科医籍）登録年月日を記入すること。 

 

１０ 土地・建物の賃貸借契約書等について 

 ① 賃貸借契約書は、写しで差し支えないこと。 

 ② 土地の賃貸借契約書には、印紙税が必要なので注意すること。 

 ③ 当該土地・建物に係る登記事項証明書を添付すること。（写しを取

る際に登記事項証明書をバラさないこと。） 

 ④ 土地が入り組んでいたり、所有関係が複雑な場合には、簡単な図面

（字図に建物の平面を落とし、それぞれの土地建物に所有者の氏名を

つけたもの。）を添付すること。 

 ⑤ 法人関係者から賃借する場合にあっては、賃料の算出根拠を別紙と

して添付すること。（賃料が著しく高額な場合は、配当と見なされる

場合があるので注意すること。） 

 

１１ 医療法第４２条第４号又は第５号に掲げる業務の概要及び運営方

法について 



   附帯業務を行う場合には、添付すること。 

 

１２ 事業計画及び収支予算書について 

 ① 初年度と次年度の２年度分を作成すること。 

 ② 事業計画については、具体的に記入し、（看護師の増員、医療機器

の整備等）収支予算と整合していること。 

 ③ 支出の人件費については、役員報酬内訳表（様式例７－４）及び職

員給与費内訳表（様式例７－５）を添付すること。 

 ④ 収入の自費収入及び保険収入については、内容説明に入院及び外来

を分けて記入すること。この場合において、年間患者数は、延べ患者

数とすること。 

 ⑤ 収入の拠出金については、初年度は財産目録の「医業未収金」、「現

金」及び「預金」の合計額となる。 

 ⑥ 過去１年間の実績報告（様式例７－７）を作成すること。 

 

１３ 履歴書及び役員就任承諾書について 

②   添付した印鑑登録証明書と整合性のあるものとすること。 

 ② 当該書類は医療法第４６条の５に該当するかどうかを判断するも

のであるから、医療法に定める欠格事由及び賞罰の欄は必ず記入する

こと。また、職歴は、医業はもちろん、医業以外のもの（例えば、医

療機関の開設・経営上利害関係にある営利法人等（ＭＳ法人）の役員

就任等）についても漏れ無く記入すること。 

③  理事長就任予定者の医師（歯科医師）免許証の写しを添付するこ

と。管理者就任予定者と重複する場合は省略して差し支えない。 

 ④ 監事については、実際に法人業務の監査を実施できない者が名目的

に選任されることは適当ではないことから、必要に応じて監事候補者

についての個別の資料の提出を求めることがあること。 

 

１４ 委任状について 

 ① 当該医療法人を設立した社員が代表者に委任するものであるから、

基金を拠出しない社員や役員に就任しない社員の委任も必要である



こと。なお、社員以外の役員の委任は必要でない。 

 

１５ 管理者就任承諾書について 

①   添付する医師（歯科医師）免許証の写しについて、書換・再交付

等を行っている場合は、両面をコピーすること。 

 

１６ 原本証明について 

 ① 必要に応じて項目を加除修正すること。 

 

 



申請書上
の番号

チェック 書類名等 様式番号等 申請前事前チェック 備考

－ 設立認可申請書 第41号様式

□ 法人名にはフリガナをふられているか
□ 法人の名称は、既存の医療法人と紛らわしいものでないこと
（あらかじめ大分県福祉保健部医療政策課に確認を行うのが望
ましい）
□ 提出不要の添付書類は取り消し線により削除されているか

1 定款又は寄付行為 モデル定款

□ モデル定款に準拠しているか
□ 不要な条は削除されているか。その場合条数が正しく繰り上
がっているか
□ 第3条中経営していない事業について削除されているか
□ 理事数は3名以上か
□ 監事数は1名以上か
□ 定時総会の開催は年2回以上であるか。通常の場合、決算
期末に次年度の予算及び事業計画の承認等、年度終了後2月
目に決算承認等が必要となる。
□ 設立当初の役員が記載されているか
□ 最初の会計年度が設立の日から最初に到来する決算期日と
なっているか
□ 最初の役員の任期が設立の日から最初（又は2回目）に到来
する決算期日又は決算を承認する社員総会開催時期までとなっ
ているか

財産目録 様式例２－１

□ 設立総会議事録の内容と一致しているか
□ 財産目録明細書の金額と突合し、合っているか
□ 表内計算が合っているか
□ 負債についても正しく計上されているか

設立時財産目録の明細書
様式例２－２
記載例２－２

内訳明細書（医薬品等） 様式例２－３

内訳明細書（医療用器械備品） 様式例２－４

内訳明細書（その他の器械備品） 様式例２－５

償却資産の取得原価及び減価償
却累計額を示す書類

添付書類一覧（チェックリスト）

□ 明細書の表内計算が合っているか



申請書上
の番号

チェック 書類名等 様式番号等 申請前事前チェック 備考

添付書類一覧（チェックリスト）

負債内訳明細書
様式例２－６
記載例２－６

負債の残高証明及び債務引継承
認願（銀行用）

様式例２－７ ・負債（借入金）を引き継ぐ場合必要

金銭消費貸借契約書の写し、売
買契約書の写し等

・負債（借入金）を引き継ぐ場合必要

負債の残高証明及び債務引継承
認願（一般の会社用）

様式例２－８ ・負債（支払い等）を引き継ぐ場合必要

売買契約書の写し等 ・負債（支払い等）を引き継ぐ場合必要

負債の残高証明及び債務引継承
認願（資産計上するリース用）

様式例２－９
・負債（資産計上するリース物件に係るも
の）を引き継ぐ場合必要

リース契約書の写し
・負債（資産計上するリース物件に係るも
の）を引き継ぐ場合必要

金銭以外の拠出財産の弁護士
等による評価証明書

・金銭以外の財産の総額が５００万円以
上の場合必要

不動産鑑定評価書又は固定資
産評価証明書等

・金銭以外の財産の総額が５００万円以
上の場合必要

基金引受申込書 様式例２－１０
・写し可（原本証明必要）
・１人で総額を引き受ける場合は添付不
要

基金の割当ての決定について 様式例２－１１
・写し可（原本証明必要）
・１人で総額を引き受ける場合は添付不
要

2

□ 明細書の表内計算が合っているか
□ 引き継ぐ負債は、医療法人に必要不可欠な出資財産の整
理、拡充のために生じたものであり、出資者が負うべきでないこ
とを確認できるものであるか
□ 設立総会時点で支払われていないことを確認できるものか
□ 債務引継承認書の金額と一致しているか



申請書上
の番号

チェック 書類名等 様式番号等 申請前事前チェック 備考

添付書類一覧（チェックリスト）

設立総会議事録 様式例３－１

□ 不要な部分についてはひな形から削除されているか
□ 拠出申込及び設立時の財産目録承認の件については、財産
目録や負債内訳明細書と整合性があるか
□ 設立当初の会計年度及び次年度の事業計画（案）並びに収
支予算（案）承認の件については、定款附則3及び別添の事業
計画及びこれに伴う予算書と整合性があるか
□ 役員選任の件については、定款附則4及び別添の役員就任
承諾書と整合性があるか
□ 管理者の選任の件については、管理者就任承諾書と整合性
があるか
□ 設立代表者選任の件については、委任状と整合性があるか
□ 診療施設、土地などの不動産を賃借する場合の契約の承認
の件については、別添の契約書及び覚書（様式例5-3）と整合性
があるか

設立趣意書 様式例３－２ ・設立議事録に含まれていれば省略可

預金残高証明書 ・預金・現金を拠出する場合必要

土地登記事項証明書 ・土地を拠出する場合必要

建物登記事項証明書 ・建物を拠出する場合必要

リース引継承認書 様式例４－１
・リース契約（資産計上するリース物件を
除く）を引き継ぐ場合必要

リース契約書の写し
・リース契約（資産計上するリース物件を
除く）を引き継ぐ場合必要

医療法人の開設する診療所の診
療施設の概要（その１）

様式例５－１ ・新規開設の場合必要

医療法人の開設する診療所の診
療施設の概要（その２）

様式例５－２
□ 診療所の名称及び所在地は、定款と整合性があるか

・既存の医療機関を引き継ぐ場合必要

土地賃貸借契約書 ・賃貸借の場合必要

建物賃貸借契約書 ・賃貸借の場合必要

覚書 様式例５－３ ・賃貸借を引き継ぐ場合必要

土地登記事項証明書 ・賃貸借の場合必要

4

3

5



申請書上
の番号

チェック 書類名等 様式番号等 申請前事前チェック 備考

添付書類一覧（チェックリスト）

建物登記事項証明書 ・賃貸借の場合必要

図面（簡単なもので良い）
・土地が入り組んでいたり、所有関係が
複雑な場合必要

賃料算定計算書（算出根拠） ・法人関係者から賃貸借する場合必要

6

医療法第４２条第４号又は第５号
に掲げる業務（疾病予防施設）を
行う医療法人は概要及び運営方
法

・附帯業務を行う場合必要

設立後２年間の事業計画 様式例７－１
□ 具体的に記入され、（看護師の増員、医療機器の整備等）収
支予算と整合性があるか

設立後２年間の収支予算書 様式例７－２

□ 窓口収入は、過去１年間の実績表（様式例7-7）に基づき算
出されているか
□ 法人設立後、２ヶ月分の資金があるか

予算明細書 様式例７－３
□ 支出の役員報酬は役員報酬内訳表（様式例7-4）と、職員給
与は職員給与費内訳表（様式例7-5）と整合性があるか ・２年度分

役員報酬内訳表 様式例７－４ ・２年度分

職員給与費内訳表 様式例７－５

□ 診療所の概要（様式5-1,5-2）の職員数と一致しているか
□ ２カ年の事業計画（増員）に沿った給与額となっているか
□ 職員のうち役員報酬だけの支払いの場合、人数のみ計上し、
報酬分の金額は含めないこと

・２年度分

役員及び社員の名簿 様式例７－６

□ 社員（評議員）及び役員は、定款の設立当初役員（評議員）
欄、議決内容（設立総会議事録）に合致しているか
□ 履歴書の氏名、生年月日、住所等は、印鑑証明書と一致して
いるか
□ 全社員の履歴書及び印鑑証明書が添付されているか
□ 役員は関連ある営利法人の役員をしていないか。後日判明
した場合は、虚偽による設立認可を問う場合があること
□ 監事の選任（人選）について、定款に記載された業務が行え
る者であるか（医療法及び会計の知識が、ある者が望ましい。例
えば税理士、公認会計士、弁護士）
□ 監事は当該医療法人の理事、評議員又は職員を兼ねていな
いか
□ 監事は他の役員と親族等の特殊の関係がないか
□ 社員は3名以上選任しているか

過去１年間の実績表 様式例７－７

7



申請書上
の番号

チェック 書類名等 様式番号等 申請前事前チェック 備考

添付書類一覧（チェックリスト）

設立者の履歴書 様式例８

□ 医師及び歯科医師には免許取得日
□ 学歴（高等学校に相当する学校以降）、職歴に漏れはないか
□ 印鑑登録証明書の印鑑と一致しているか

印鑑登録証明書

医師（歯科医師）免許証の写し
・理事長就任予定者のもの（管理者就任
予定者と重複する場合は省略可）

9
設立代表者の選任、その権限を
証する書類（委任状）

様式例９
□ 社員の委任であることに留意すること（役員の委任ではない）

役員就任承諾書 様式例１０ □ 監事を含む全役員が就任を承諾しているか

履歴書 様式例８

□ 学歴（高等学校に相当する学校以降）、職歴に漏れはないか
□ 役員の履歴書に医療法第46条の5第5項において準用する同
法第 46条の4第2項に該当しない旨記載があるか（評議員につ
いては、医療法第46条の4第2項に該当しない旨）
□ 職歴欄には医業以外での職業も記載されているか
□ 印鑑登録証明書の印鑑と一致しているか

・設立者履歴書と重複するものは省略可

印鑑登録証明書
・設立者印鑑登録証明書と重複するもの
は省略可

管理者就任承諾書 様式例１１

医師（歯科医師）免許証の写し
□ 書換・再交付等を行っている場合は両面コピー。サイズはA４
サイズに縮小

－ 原本証明 様式例１２

（注意）上記提出書類の審査や確認のための必要な書類として、添付書類以外の書類を提出して
　　　　いただくことがあること。
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医療法人設立認可申請の 

様式取得方法 

 

 医療法人に関する設立認可申請の各種様式につきましては、以下の

とおり大分県庁のホームページ内、医療政策課のページにてダウン

ロードできます。 

 

 

 

 1.大分県庁ホームページへ（https://www.pref.oita.jp/）  

 

 

 

 

 2.以下のトップページで、「組織でさがす」をクリック  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ココ 

https://www.pref.oita.jp/


 3.「福祉保健部」の「医療政策課」をクリック  

４.「医療施設・医療法人に関すること」の項目「医療法人設立・ 

解散の手続きについて（ご案内）」をクリック 

 

 ５.各種様式がありますので、該当する様式をダウンロードして

下さい。 

ココ 

ココ 



医療法人各種届出等の様式取得方法

および申請方法 

 

 医療法人に関する届出等の各種様式につきましては、以下のとおり

大分県庁のホームページ内、医療政策課のページにてダウンロード

できます。 

 また、大分県内（大分市を除く）の医療機関、大分県内（大分市

を除く）に主たる事務所の所在地がある医療法人は、一部の手続き

について、電子申請が利用できます。 

 

 1.大分県庁ホームページへ（https://www.pref.oita.jp/）  

 

 

 2.以下のトップページで、「組織でさがす」をクリック  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ココ 

https://www.pref.oita.jp/


 3.「福祉保健部」の「医療政策課」をクリック  

 

４.医療法に関することの項目「医療法等の規定による申請・届出に

ついて」をクリック 

 

 

 

５.各種様式がありますので、該当する様式をダウンロードして

下さい。 

ココ 

ココ 



 

 ○医療法人関係様式一覧  

37 号様式 社会医療法人認定申請書 50 号様式 解散届 

41 号様式 医療法人設立許可申請書       51 号様式 清算人就任登記完了届 

42 号様式 理事数減員認可申請書        52 号様式 清算結了登記完了届 

43 号様式 管理者理事就任免除認可申請書    53 号様式 吸収合併新設合併認可申請書 

44 号様式 一時役員の職務を行うべき者の選任申請書    

45 号様式 理事長選出特例認可申請書      54 号様式 吸収分割新設分割認可申請書 

46 号様式 決算届               55 号様式 残余財産処分認可申請書 

47 号様式 定款（寄附行為）変更認可申請書   56 号様式 登記完了届 

48 号様式 定款（寄附行為）変更届       57 号様式 役員変更届 

49 号様式 解散認可申請書 

                        

6.医療法人の理事が新たに就任する場合は、「医療施設・医療法人

に関すること」の「医療法人の役員変更届に係る様式について」の

履歴書の様式を、医療法人の決算届を提出する場合は、「医療法人

決算届に係る様式について」にある決算書の様式を使ってください。 

ココ 

ココ 



 

 

 

 

  大分市保健所を除いた、各保健所（保健部）の電子申請ページ

を掲載していますので、各区域を所管する保健所（保健部）の電

子申請ページをクリックしてください。 

  なお、電子申請を利用せずに、書面での申請も可能です。 

 

 

 

 

７.電子申請をする場合（大分市以外）は、医療法に関すること

の項目「医療法の許認可及び衛生検査所に関する申請等の電子化

について」をクリック 

ココ 


